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諮問庁：防衛大臣 

諮問日：平成２７年３月２６日（平成２７年（行情）諮問第１９５号）及び同

年１１月１１日（同第６６３号） 

答申日：平成２９年１月２４日（平成２８年度（行情）答申第６６９号及び同

第６７０号） 

事件名：「日米後方補給協力業務の参考」の開示決定に関する件（文書の特

定） 

「日米後方補給協力業務の参考」の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「『日米後方補給協力業務の参考』（最新版）＊電磁的記録が存在する

場合，その履歴情報も含む。」（以下「本件請求文書」という。）の開示

請求に対し，次の２文書（以下，併せて「本件対象文書」という。）を特

定し，その一部を不開示とした各決定は，妥当である。 

文書１ 第１巻 日米後方補給協力業務の参考（平成２２年３月。統

合幕僚監部）（紙媒体） 

文書２ 第１巻 日米後方補給協力業務の参考（平成２２年３月。統合

幕僚監部）（Ⅱ 法令集の部分）（電磁的記録） 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

 １ 異議申立ての趣旨 

   行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成２６年１２月２５日付け防官文第

１９１６３号及び平成２７年７月２９日付け防官文第１１９１０号により

防衛大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）が行った開示決定及

び一部開示決定（以下，併せて「原処分」という。）について，その取消

しを求める。 

２ 異議申立ての理由 

（１）異議申立書 

ア 他にも文書が存在するものと思われる。 

     国の解釈によると，「行政文書」とは，「開示請求時点において，

当該行政機関が保有しているもの」（別件の損害賠償請求事件にお

ける国の主張）である。 

     そこで本件開示決定通知書で特定されたＰＤＦファイル形式以外の

電磁的記録形式が存在すれば，それについても特定を求めるもので
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ある。また用紙のみ特定されたものに対しては電磁的記録を，電磁

的記録のみ特定されたものに対しては用紙についても特定を求める。 

イ 履歴情報の特定を求める。 

    本件開示決定通知からは不明であるので，履歴情報が特定されてい

なければ，改めてその特定を求めるものである。 

ウ 特定されたＰＤＦファイルが本件対象文書の全ての内容を複写して

いるか確認を求める。 

    平成２２年度（行情）答申第５３８号で明らかになったように，電

子ファイルを紙に出力する際に，当該ファイル形式では保存されてい

る情報が印刷されない場合が起こり得る。 

これと同様に当該ファイル形式を他のファイル形式に変換する場合 

にも，変換先のファイル形式に情報が移行しない場合が設定等によ

り技術的に起こり得るのである。 

本件対象文書が当初のファイル形式を変換して複写の交付が行われ

ている場合，本件対象文書の内容が，交付された複写には欠落して

いる可能性がある。そのため，特定されたＰＤＦファイルが本件対

象文書の全ての内容を複写しているか確認を求めるものである。 

   エ 「本件対象文書の内容と関わりのない情報」（平成２４年４月４日

付け防官文第４６３９号）についても特定を求める。 

平成２４年４月４日付け防官文第４６３９号で示すような「本件対

象文書の内容と関わりのない情報」との処分庁の勝手な判断は，法

に反するので，本件対象文書に当該情報が存在するなら，改めてそ

の特定と開示・不開示の判断を改めて求めるものである。 

   オ 一部に対する不開示決定の取消し。 

記録された内容を精査し，支障が生じない部分については開示すべ

きである。 

 （２）意見書（６６３号） 

  ア 国の法解釈に従えば，開示請求時の電磁的記録形式で文書が特定さ

れなければならない。 

    国の解釈によると，「行政文書」とは，「開示請求時点において，

当該行政機関が保有しているもの」（別件の損害賠償請求事件におけ

る国の主張）である。 

    また総務庁行政管理局長（当時）の国会答弁でも，法の対象文書は

「電子情報も対象」（第１４５回国会参議院総務委員会会議録第３号

２頁）と明言されている。 

    したがって，本件対象文書の特定に当たっては，開示請求時点にお

ける電磁的記録形式が特定されなければならない。 

    事実，処分庁は平成２５年１２月２５日付け防官文第１７１１９号



- 3 - 

における開示決定でワード（Ｗｏｒｄ）ファイルを特定・明示してい

る。 

    そもそも法に基づき行われる文書の特定と，複写の交付の際の不開

示情報の処理をどうするかという問題は全く別に取り扱われるべき問

題である。 

イ 審査会事務局による対象文書の直接の確認を求める。 

    以下の理由から，異議申立人が確認できない事項について審査会事

務局が直接確認することを求める。 

（ア）対象文書の電磁的記録の本来の記録形式 

     理由説明書において諮問庁は，本件対象文書の本来の電磁的記録

を特定したかについて明言していないので，特定されていない疑い

がある。なお諮問庁が情報公開請求に対して繰り返し隠蔽を行って

いる事実は，平成２２年度（行情）答申第７５号及び平成２５年度

（行情）答申第２３３号から明らかである。 

     そこで本件対象文書の本来の電磁的記録の特定を諮問庁に求める

とともに，審査会事務局による直接の確認を求めるものである。 

  （イ）変更履歴の確認 

  ワード（Ｗｏｒｄ）等で作成された文書（電磁的記録）の場合，

変更履歴が残されている場合がある。 

     この変更履歴もまた組織共有文書に該当するので，本件対象文書

においてもそれが存在していないか確認する必要がある。 

     諮問庁が本件対象文書の電磁的記録を特定しないのは，この変更

履歴の存在を隠蔽しようとしている意図があると思われる。 

  （ウ）「本件対象文書の内容と関わりのない情報」と処分庁がみなして

いる情報の確認 

     諮問庁の理由説明書では，本件対象文書に「本件対象文書の内容

と関わりのない情報」の付随について完全に否定していない。 

恐らく「本件対象文書の内容と関わりのない情報」と処分庁がみ

なす情報それ自体は存在するものと思われるので，処分庁の勝手な

判断に任せず，審査会がその内容を確認するべきである。 

ウ 履歴情報も組織共有文書であれば，開示対象である。 

履歴情報が組織共有文書であれば，開示対象である。 

例えば，文書作成過程で合議先に変更箇所の確認を求めるため，履

歴情報を残すことは諮問庁の文書作成過程では広く行われている。 

また過去の開示決定（平成１８年８月３日付け防官文第７６７９

号）では，「北朝鮮のミサイル発射について（案）」と題するワー

ド（Ｗｏｒｄ）等で作成された文書（電磁的記録）が開示され，履

歴情報についても開示されている。 
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エ 平成２７年４月２２日付け防官文第７００４号で改めて開示決定を

受けた，請求受付番号：２０１２．１２．１８－本本Ｂ８９１対象文

書において，諮問庁は，前回開示において不開示としていなかった部

分に墨消し措置を施して複写の交付を行っている。 

  これについては前回開示と見比べたため，異議申立人はその誤りを

指摘することができたが，第１回開示であったなら指摘は不可能であ

った。 

  こうした事実から，「欠落している部分はない」との諮問庁の態度

は謙虚さに欠けており，慎重に確認を行うべきである。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 理由説明書 

（１）経緯 

本件開示請求は，「『日米後方補給協力業務の参考』（最新版）＊電

磁的記録が存在する場合，その履歴情報も含む。」の開示を求めるもの

であり，これに該当する行政文書として本件対象文書を特定した。 

本件開示請求に対しては，法１１条を適用して平成２７年７月３１日

まで開示決定等の期限を延長した上で，まず，平成２６年１２月２５日

付け防官文第１９１６３号により，文書１の表紙について開示決定を行

い，平成２７年７月２９日付け防官文第１１９１０号により文書１の残

余の部分及び文書２について一部開示決定を行った。 

 （２）文書１の電磁的記録について 

   ア 本件開示請求を受け，本件対象文書を保有している統合幕僚監部に

おいて，書庫，倉庫及びパソコン内のファイル等の探索を行ったと

ころ，文書１は紙媒体でのみ管理しており，電磁的記録は保有して

いなかった。 

   イ 本件異議申立てを受け，確実を期すために再度同様の探索を行い，

文書１の電磁的記録を保有していないことを改めて確認した。 

（３）法５条該当性について 

本件対象文書のうち法５条６号に該当する部分については，防衛省・

自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を及ぼし，ひいては我が国の安全が

害されるおそれがあることから，同条３号に該当する部分については，

我が国と米国との信頼関係が損なわれるおそれがあることから不開示と

した。 

（４）異議申立人の主張について 

ア 異議申立人は，「国の解釈によると，『行政文書』とは，『開示請

求時点において，当該行政機関が保有しているもの』（別件の損害賠

償請求事件における国の主張）である。」として，文書１の表紙の電

磁的記録についても特定を求めるが，上記２のとおり，文書１につい
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ては電磁的記録を保有していない。 

イ 異議申立人は，「他にも文書が存在するものと思われる。」と主張

し，本件開示決定通知書で特定されたＰＤＦファイル形式以外の電磁

的記録形式が存在すれば，それについても特定するよう求めるが，原

処分において特定した文書２の電磁的記録は，ＰＤＦファイル形式及

び文書作成ソフトにより作成されたファイル形式である。 

なお，異議申立人は処分庁が原処分における行政文書開示決定通知

書においてＰＤＦファイル形式の電磁的記録を特定したかのように

述べるが，法その他の関係法令において，特定した電磁的記録の記

録形式まで明示しなければならないことを義務付けるような趣旨の

規定はないことから，原処分においては「ＰＤＦファイル形式」と

電磁的記録の記録形式まで明示していない。 

また，文書２は，統合幕僚監部の部内システムにより閲覧用として

公開されていたものを特定したものであり，文書１については，上

記２のとおり，本件対象文書を保有している統合幕僚監部において，

書庫及びパソコン内のファイル等の探索を行ったが，電磁的記録の

保有は確認できなかった。 

ウ 異議申立人は，「本件開示決定通知からは不明である」として，本

件対象文書の履歴情報についても特定を求めるが，法その他の関係法

令において，履歴情報を特定しなければならないことを義務付けるよ

うな趣旨の規定はないことから，本件対象文書の履歴情報を特定する

ことはしていない。 

エ 異議申立人は，「本件対象文書が当初のファイル形式を変換して複

写の交付が行われている場合，本件対象文書の内容が，交付された複

写には欠落している可能性がある。」として，特定されたＰＤＦファ

イルが本件対象文書の全ての内容を複写しているか確認を求めるが，

上記イのとおり原処分においては，「ＰＤＦファイル形式」と電磁的

記録の記録形式まで特定しておらず，また，原処分において特定され

た本件対象文書と開示を実施した文書の内容を改めて確認したところ，

欠落している部分はないことを確認しており，開示の実施は適切に行

われている。 

オ 異議申立人は，「平成２４年４月４日付け防官文第４６３９号で示

すような『本件対象文書の内容と関わりのない情報』との処分庁の勝

手な判断は，法に反する」として，本件対象文書の履歴情報等につい

ても特定し，開示・不開示の判断を求めるが，法その他の関係法令に

おいて，履歴情報等についてまで特定し，開示・不開示を判断しなけ

ればならないような趣旨の規定はない。 

カ 異議申立人は，「記録された内容を精査し，支障が生じない部分に
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ついては開示すべきである。」として原処分の取消しを求めるが，本

件対象文書の法５条該当性を十分に検討した結果，その一部が別表の

とおり同条３号及び６号に該当することから当該部分を不開示とした

ものであり，その他の部分については開示している。 

キ 以上のことから異議申立人の主張にはいずれも理由がなく，原処分

を維持することが妥当である。 

 ２ 補充理由説明書 

   各幕僚監部関係部署の局線及び専用線の電話及びファクシミリの番号に

ついては，法５条６号に該当し不開示としたが，これを公にすることによ

り，防衛省・自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を及ぼし，ひいては我が

国の安全が害されるおそれがあることから，同条３号の不開示事由を追加

する。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，平成２７年（行

情）諮問第１９５号及び同第６６３号を併合し，調査審議を行った。 

① 平成２７年３月２６日   諮問の受理（平成２７年（行情）諮問

第１９５号） 

② 同日           諮問庁から理由説明書を収受（同上） 

③ 同年１１月１１日     諮問の受理（平成２７年（行情）諮問

第６６３号） 

④ 同日           諮問庁から理由説明書を収受（同上） 

⑤ 同月２４日        審議（同上） 

⑥ 同年１２月１４日     異議申立人から意見書を収受（同上） 

⑦ 平成２８年１１月７日   委員の交代に伴う所要の手続の実施，

本件対象文書の見分及び審議（平成２７

年（行情）諮問第１９５号及び同第６６

３号） 

⑧ 同月２２日        諮問庁から補充理由説明書を収受（平

成２７年（行情）諮問第６６３号） 

   ⑨ 同年１２月１６日     審議 

   ⑩ 同月２６日        審議 

   ⑪ 平成２９年１月２０日   平成２７年（行情）諮問第１９５号及

び同第６６３号の併合並びに審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件対象文書は，自衛隊において「日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍

隊との間における後方支援，物品又は役務の相互の提供に関する日本国政

府とアメリカ合衆国との間の協定」（以下「ＡＣＳＡ」という。）に基づ
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き後方支援，物品又は役務を自衛隊と米国軍隊との間で相互に提供する場

合の参考として使用できるよう統合幕僚監部により作成された文書である。 

異議申立人は，原処分の取消し，文書１の電磁的記録並びに文書２のＰ

ＤＦ形式以外の電磁的記録及び紙媒体の特定を求めており，諮問庁は，本

件対象文書の一部が法５条３号及び６号に該当するとして不開示とした原

処分を妥当としていることから，以下，本件対象文書の見分結果に基づき，

本件対象文書の特定の妥当性及び不開示情報該当性について検討する。 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

（１）本件対象文書の特定について，当審査会事務局職員をして諮問庁に確 

認させたところ，次のとおりであった。 

ア 本件対象文書は，統合幕僚監部が保有している文書であり，文書１

は平成２２年３月に作成され，業務の解説，法令集及び事例集の３部

から成る紙媒体の文書であり，文書２は文書１の法令集の部分を随時

更新し，統合幕僚監部の部内ネットワークに閲覧用として掲載してい

る電磁的記録である。 

イ 文書１については，その原稿を統合幕僚監部の担当者が電磁的記録

として作成した上，当該電磁的記録を紙媒体に印刷し，同部内の決裁

を受けた後，紙媒体により関係部隊に配布した。 

ウ 上記イの関係部隊への配布後，文書１については，紙媒体のみを保

存しており，原稿である電磁的記録については，必要がないため廃棄

した。 

エ 文書２は１４ファイルで構成されており，そのうち１３ファイルは

ＰＤＦ形式以外の電磁的記録であり，１ファイルについては文書１の

一部をスキャナで読み取って作成したＰＤＦファイルである。 

（２）本件対象文書を見分したところ，文書１については，その内容に照ら

すと，電磁的記録は必要がないため廃棄した旨の諮問庁の説明に不自

然・不合理な点は認められない。また，文書２のうち，上記（１）エの

１ファイルについては，その内容に照らすと，ＰＤＦ形式のみ保有して

いる旨の諮問庁の説明が不自然・不合理とはいえず，その余の１３ファ

イルについては，随時更新してネットワーク上に掲載する用途に供して

いる旨の上記（１）アの説明を踏まえれば，紙媒体を作成していない旨

の諮問庁の説明は首肯できる。 

さらに，この外に本件請求文書に該当する文書の存在をうかがわせる

事情も認められないことから，防衛省において，本件対象文書の外に本

件請求文書に該当する文書（文書１の電磁的記録並びに文書２の紙媒体

及びＰＤＦ形式以外の電磁的記録）を保有しているとは認められない。 

３ 不開示情報該当性について 

本件対象文書の不開示部分には，ＡＣＳＡに係る業務の窓口となってい
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る自衛隊各幕僚監部関係部署の非公開の電話及びＦＡＸ番号等並びに米軍

各部隊の部署名，非公開の電話及びＦＡＸ番号等が記載されている。 

当該部分は，これを公にすることにより，ＡＣＳＡに係る業務の際の連

絡や米軍との連絡に支障を来すなど，防衛省・自衛隊の任務の効果的な遂

行に支障を生じさせ，ひいては国の安全が害されるおそれがあるとともに，

米国との信頼関係が損なわれるおそれがあると行政機関の長が認めること

につき相当の理由があると認められるので，法５条３号に該当し，同条６

号について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

４ 異議申立人のその他の主張について 

異議申立人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

５ 本件各決定の妥当性について 

以上のことから，本件請求文書の開示請求につき，本件対象文書を特定

し，文書１の表紙を開示し，その余の一部を法５条３号及び６号に該当す

るとして不開示とした各決定については，防衛省において，本件対象文書

の外に開示請求の対象として特定すべき文書を保有しているとは認められ

ないので，本件対象文書を特定したことは妥当であり，不開示とされた部

分は同条３号に該当すると認められるので，同条６号について判断するま

でもなく，不開示としたことは妥当であると判断した。 

（第２部会） 

  委員 白井玲子，委員 池田綾子，委員 中川丈久 
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別表 

番号 不開示とした部分 不開示理由 

１ 文書１及び文書２の法令集 

１１ 日本国の自衛隊とアメリカ合

衆国軍隊との間における後方支援，

物品又は役務の相互の提供に関する

日本国政府とアメリカ合衆国政府と

の間の協定第７条に基づく日本国防

衛庁とアメリカ合衆国国防省との間

の手続取極 

付紙Ｃ属紙Ａ 

２－１１－２０（ＤＳＮ電話番号を

除く。） 

付紙Ｃ属紙Ｂ 

２－１１－２１（ＤＳＮ電話番号を

除く。） 

付紙Ｃ属紙Ｃ 

２－１１－２２ 

付紙Ｃ属紙Ｄ 

２－１１－２３（ＤＳＮ電話番号を

除く。） 

ＴＡＢ Ａ／ＡＮＮＥＸ Ｃ 

２－１１－８６（ＤＮＳ Ｔｅｌｅ

ｐｈｏｎｅを除く。） 

ＴＡＢ Ｂ／ＡＮＮＥＸ Ｃ 

２－１１－８７（ＤＮＳ Ｔｅｌｅ

ｐｈｏｎｅを除く。） 

ＴＡＢ Ｃ／ＡＮＮＥＸ Ｃ 

２－１１－８８ 

ＴＡＢ Ｄ／ＡＮＮＥＸ Ｃ 

２－１１－８９（ＤＮＳ Ｔｅｌｅ

ｐｈｏｎｅを除く。） 

の一部 

 各幕僚監部関係部署の局線及び

専用線の電話及びファクシミリの

番号が記載されており，これを公

にすることにより，ＡＣＳＡ実施

にかかわる自衛隊連絡先の業務妨

害等を目的とした電話を容易なら

しめる。 
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２ 法令集 

１１ 日本国の自衛隊とアメリカ合

衆国軍隊との間における後方支援，

物品又は役務の相互の提供に関する

日本国政府とアメリカ合衆国政府と

の間の協定第７条に基づく日本国防

衛庁とアメリカ合衆国国防省との間

の手続取極 

付紙Ｃ属紙Ａ 

２－１１－２０（ＤＳＮ電話番号） 

付紙Ｃ属紙Ｂ 

２－１１－２１（ＤＳＮ電話番号） 

付紙Ｃ属紙Ｃ 

付紙Ｃ属紙Ｄ 

２－１１－２３（ＤＳＮ電話番号） 

付紙Ｄ属紙Ａ 

２－１１－２５ 

付紙Ｄ属紙Ｂ 

２－１１－２６ 

付紙Ｄ属紙Ｃ 

２－１１－２７ 

付紙Ｄ属紙Ｄ 

２－１１－２８ 

付紙Ｄ属紙Ｅ 

２－１１－２９ 

付紙Ｄ属紙Ｆ 

２－１１－３０ 

付紙Ｄ属紙Ｇ 

２－１１－３１ 

付紙Ｄ属紙Ｈ 

２－１１－３２ 

付紙Ｄ属紙Ｉ 

２－１１－３３ 

２－１１－３４ 

付紙Ｄ属紙Ｊ 

２－１１－３５ 

２－１１－３６ 

 米軍の局線，ＦＡＸ，ＤＳＮ電

話，ＤＳＮ・ＦＡＸ，メッセージ

住所及び郵送住所が記載されてお

り，これを公にすることにより，

我が国と米国との信頼関係が損な

われるおそれがある。 
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付紙Ｄ属紙Ｋ 

２－１１－３７ 

付紙Ｄ属紙Ｌ 

２－１１－３８ 

付紙Ｅ属紙Ａ 

２－１１－４０ 

付紙Ｅ属紙Ｂ 

２－１１－４１ 

付紙Ｅ属紙Ｃ 

２－１１－４２ 

付紙Ｅ属紙Ｄ 

２－１１－４３ 

付紙Ｅ属紙Ｅ 

２－１１－４４ 

付紙Ｅ属紙Ｆ 

２－１１－４５ 

付紙Ｆ属紙Ａ 

２－１１－４７ 

２－１１－４８ 

付紙Ｆ属紙Ｂ 

２－１１－４９ 

付紙Ｆ属紙Ｃ 

２－１１－５０ 

２－１１－５１ 

付紙Ｆ属紙Ｄ 

２－１１－５２ 

付紙Ｆ属紙Ｅ 

２－１１－５３ 

付紙Ｆ属紙Ｆ 

２－１１－５４ 

付紙Ｆ属紙Ｇ 

２－１１－５５ 

付紙Ｆ属紙Ｈ 

２－１１－５６ 

付紙Ｇ 

２－１１－５７ 

付紙Ｈ 



- 12 - 

２－１１－５８ 

付紙Ｉ属紙Ａ 

２－１１－６０ 

２－１１－６１ 

付紙Ｉ属紙Ｂ 

２－１１－６２ 

付紙Ｉ属紙Ｃ 

２－１１－６３ 

付紙Ｉ属紙Ｄ 

２－１１－６４ 

付紙Ｉ属紙Ｅ 

２－１１－６５ 

付紙Ｊ 

２－１１－６６ 

ＴＡＢ Ａ／ＡＮＮＥＸ Ｃ 

２－１１－８６（ＤＮＳ Ｔｅｌｅ

ｐｈｏｎｅ） 

ＴＡＢ Ｂ／ＡＮＮＥＸ Ｃ 

２－１１－８７（ＤＮＳ Ｔｅｌｅ

ｐｈｏｎｅ） 

ＴＡＢ Ｄ／ＡＮＮＥＸ Ｃ 

２－１１－８９（ＤＮＳ Ｔｅｌｅ

ｐｈｏｎｅ） 

ＴＡＢ Ａ／ＡＮＮＥＸ Ｄ 

２－１１－９０ 

ＴＡＢ Ｂ／ＡＮＮＥＸ Ｄ 

２－１１－９１ 

ＴＡＢ Ｃ／ＡＮＮＥＸ Ｄ 

２－１１－９２ 

ＴＡＢ Ｄ／ＡＮＮＥＸ Ｄ 

２－１１－９３ 

ＴＡＢ Ｅ／ＡＮＮＥＸ Ｄ 

２－１１－９４ 

ＴＡＢ Ｆ／ＡＮＮＥＸ Ｄ 

２－１１－９５ 

ＴＡＢ Ｇ／ＡＮＮＥＸ Ｄ 

２－１１－９６ 
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ＴＡＢ Ｈ／ＡＮＮＥＸ Ｄ 

２－１１－９７ 

ＴＡＢ Ｉ／ＡＮＮＥＸ Ｄ 

２－１１－９８ 

２－１１－９９ 

ＴＡＢ Ｊ／ＡＮＮＥＸ Ｄ 

２－１１－１００ 

２－１１－１０１ 

ＴＡＢ Ｋ／ＡＮＮＥＸ Ｄ 

２－１１－１０２ 

ＴＡＢ Ｌ／ＡＮＮＥＸ Ｄ 

２－１１－１０３ 

ＴＡＢ Ａ／ＡＮＮＥＸ Ｅ 

２－１１－１０４ 

ＴＡＢ Ｂ／ＡＮＮＥＸ Ｅ 

２－１１－１０５ 

ＴＡＢ Ｃ／ＡＮＮＥＸ Ｅ 

２－１１－１０６ 

ＴＡＢ Ｄ／ＡＮＮＥＸ Ｅ 

２－１１－１０７ 

ＴＡＢ Ｅ／ＡＮＮＥＸ Ｅ 

２－１１－１０８ 

ＴＡＢ Ｆ／ＡＮＮＥＸ Ｅ 

２－１１－１０９ 

ＴＡＢ Ａ／ＡＮＮＥＸ Ｆ 

２－１１－１１０ 

２－１１－１１１ 

ＴＡＢ Ｂ／ＡＮＮＥＸ Ｆ 

２－１１－１１２ 

ＴＡＢ Ｃ／ＡＮＮＥＸ Ｆ 

２－１１－１１３ 

２－１１－１１４ 

ＴＡＢ Ｄ／ＡＮＮＥＸ Ｆ 

２－１１－１１５ 

ＴＡＢ Ｅ／ＡＮＮＥＸ Ｆ 

２－１１－１１６ 

ＴＡＢ Ｆ／ＡＮＮＥＸ Ｆ 
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２－１１－１１７ 

ＴＡＢ Ｇ／ＡＮＮＥＸ Ｆ 

２－１１－１１８ 

ＴＡＢ Ｈ／ＡＮＮＥＸ Ｆ 

２－１１－１１９ 

 ＡＮＮＥＸ Ｇ 

２－１１－１２０ 

 ＡＮＮＥＸ Ｈ     

２－１１－１２１   

ＴＡＢ Ａ／ＡＮＮＥＸ Ｉ  

２－１１－１２２   

２－１１－１２３ 

ＴＡＢ Ｂ／ＡＮＮＥＸ Ｉ 

２－１１－１２４ 

ＴＡＢ Ｃ／ＡＮＮＥＸ Ｉ 

２－１１－１２５ 

ＴＡＢ Ｄ／ＡＮＮＥＸ Ｉ 

２－１１－１２６ 

ＴＡＢ Ｅ／ＡＮＮＥＸ Ｉ 

２－１１－１２７ 

ＡＮＮＥＸ Ｊ 

２－１１－１２８ 

の一部 

 


